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国　税／�3月分源泉所得税の納付� 4月11日
国　税／�2月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

� 5月2日
国　税／�8月決算法人の中間申告� 5月2日
国　税／�5月、8月、11月決算法人の消費税の中間

申告（年3回の場合）� 5月2日
地方税／�給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出

� 4月15日
地方税／�固定資産税（都市計画税）の第1期分の納付
� 市町村の条例で定める日（原則4月中）
地方税／�土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

� 4月1日〜4月20日
�または最初の納期限のいずれか遅い日以後の日まで

地方税／�軽自動車税の納付
� 市町村の条例で定める日（原則4月中）

労　務／�労働者死傷病報告（休業4日未満：1月〜3月分）
� 5月2日

　民法改正により令和4年4月1日から成年年
齢が18歳に引き下げられました。税制におい
ても、相続税や贈与税の計算の際に適用する
未成年者控除のほか、個人住民税の非課税措
置、贈与税の特例税率、相続時精算課税の適
用者、事業承継税制の受贈者などの年齢要件
が20歳から18歳となりました。

ワンポイント 成年年齢  4月から18歳に引下げ

4 月 の 税 務 と 労 務4月 （卯月）APRIL

29日・昭和の日
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図

出向契約

労働契約 労働契約
労働提供

出向元 A社 出向先 B社

在籍出向

出向契約

労働契約
契約解除

労働契約
労働提供

出向元 A社 出向先 B社

転籍（移転）出向

　

春
は
企
業
で
人
事
異
動
が
行
わ
れ

る
季
節
で
す
。
こ
の
中
で
人
事
交
流

の
手
法
と
し
て
一
般
に
行
わ
れ
る
も

の
に
「
出
向
」
と
「
転
籍
」
が
あ
り
ま

す
。

　

今
回
は
、
出
向
・
転
籍
に
関
す
る

税
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
そ
の
ポ

イ
ン
ト
を
整
理
し
ま
す
。

１　

出
向
と
転
籍

　

出
向
は
正
式
に
は
「
在
籍
出
向
」、

転
籍
は
「
転
籍
出
向
」
と
い
い
、
こ

れ
を
縮
め
て
「
出
向
・
転
籍
」
と
呼

ば
れ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
他
の
企

業
に
異
動
し
て
新
た
な
企
業
の
指
揮

命
令
下
で
就
労
す
る
こ
と
を
指
し
ま

す
が
、大
き
な
違
い
が
あ
り
ま
す（
下

図
参
照
）。

　

出
向
は
、
元
の
会
社
と
の
労
働
契

約
を
残
し
た
ま
ま
出
向
先
企
業
で
業

務
に
従
事
す
る
こ
と
を
指
し
、
通
常

将
来
的
に
元
の
会
社
に
戻
る
こ
と
を

前
提
と
し
て
行
わ
れ
ま
す
。

　

転
籍
は
、
元
の
会
社
と
の
労
働
契

約
を
終
了
し
転
籍
先
と
新
た
な
労
働

契
約
を
結
ぶ
も
の
で
す
。

２　

出
向
者
の
給
与
と
賞
与

　

出
向
に
お
け
る
取
扱
い
と
し
て
多

い
、「
出
向
元
法
人
が
出
向
者
に
給

与
を
支
払
い
、
出
向
先
法
人
が
出
向

元
法
人
に
負
担
金
を
支
払
う
」
ケ
ー

ス
に
つ
い
て
み
て
い
き
ま
す
。

⑴
　
出
向
元
法
人
が
支
払
う
給
与
の

方
が
多
い
場
合

　

給
与
較
差
を
補
填
す
る
た
め
出
向

元
法
人
が
負
担
す
る
給
与
は
、
出
向

元
法
人
の
損
金
に
当
た
り
ま
す
。
し

か
し
、
出
向
元
法
人
が
支
払
う
給
与

の
方
が
多
い
と
き
に
は
、
そ
の
こ
と

に
合
理
的
な
理
由
が
な
い
場
合
は
出

向
先
法
人
へ
の
「
寄
附
金
」
と
し
て

取
り
扱
わ
れ
ま
す
。

　

給
与
較
差
を
補
填
す
る
合
理
的
な

理
由
が
あ
る
負
担
に
は
、
次
の
よ
う

な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

①　

出
向
先
法
人
が
経
営
不
振
等
で

出
向
者
に
賞
与
を
支
給
で
き
ず
、

出
向
元
法
人
が
負
担
し
た
場
合

②　

出
向
先
法
人
が
海
外
に
あ
る
た

め
、
出
向
元
法
人
が
留
守
宅
手
当

を
支
給
す
る
場
合

　

こ
の
給
与
較
差
補
填
金
は
、
出
向

元
の
法
人
が
出
向
者
に
直
接
支
給
し

て
も
、
出
向
先
の
法
人
を
通
じ
て
支

給
し
て
も
同
様
に
取
り
扱
わ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
出
向
先
法
人
が
出
向
元
法

人
に
支
払
っ
た
金
額
は
、
経
営
指
導

料
等
の
名
義
で
支
出
さ
れ
て
い
て
も

実
質
的
に
負
担
す
べ
き
給
与
相
当
額

で
あ
れ
ば
、
出
向
先
法
人
に
お
い
て

出
向
者
に
対
す
る
給
与
と
し
て
取
り

扱
わ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
消
費
税
は

不
課
税
取
引
と
な
り
ま
す
。

⑵
　
出
向
先
法
人
が
支
払
う
負
担
金

の
方
が
多
い
場
合

　

出
向
先
法
人
が
出
向
元
法
人
に
支

払
う
負
担
金
は
、
出
向
者
に
対
す
る

給
与
と
し
て
取
り
扱
い
ま
す
。
し
か

し
、
出
向
者
の
特
殊
能
力
を
評
価
し

て
技
術
指
導
料
を
含
め
て
支
払
う
場

合
な
ど
、
負
担
金
の
方
が
多
い
場
合

に
は
、
そ
の
負
担
す
る
こ
と
に
合
理

的
な
理
由
が
あ
る
場
合
は
問
題
あ
り

ま
せ
ん
が
、そ
う
で
な
い
と「
寄
附
金
」

と
し
て
取
り
扱
わ
れ
ま
す
。

３　

出
向
者
が
出
向
先
法
人
に
お
い

て
役
員
と
な
っ
て
い
る
場
合

　

出
向
者
が
出
向
先
法
人
で
役
員
で

あ
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
い
ず
れ

に
も
該
当
す
る
と
き
は
、
出
向
先
法

人
が
支
出
す
る
給
与
負
担
金
は
役
員

出向・転籍に
関する
税務の要点



3─４月号

給
与
に
該
当
し
ま
す
。

①　

そ
の
給
与
負
担
金
の
額
が
役
員

給
与
と
し
て
出
向
先
法
人
の
株
主

総
会
や
社
員
総
会
な
ど
で
決
議
さ

れ
て
い
る
こ
と

②　

出
向
契
約
等
に
お
い
て
出
向
者

に
係
る
出
向
期
間
や
給
与
負
担
金

の
額
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
て

い
る
こ
と

４　

出
向
者
の
退
職
給
与

　

出
向
者
は
出
向
元
法
人
を
退
職
し

た
時
に
出
向
元
か
ら
退
職
金
を
受
け

取
り
ま
す
。
た
だ
し
、
出
向
期
間
中

に
対
応
す
る
退
職
給
与
相
当
額
に
つ

い
て
は
、
出
向
先
法
人
が
負
担
す
べ

き
も
の
と
し
て
、
通
常
、
出
向
先
法

人
か
ら
出
向
元
法
人
へ
負
担
金
が
支

出
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
負
担
金
の
支
出
の
時
期
と
し

て
は
、
①
出
向
先
法
人
か
ら
出
向
元

法
人
へ
復
帰
し
た
時
、
②
出
向
元
法

人
を
退
職
し
た
時
、
③
出
向
期
間
中

が
あ
り
ま
す
。

　

①
又
は
②
の
場
合
に
は
、
原
則
、

出
向
先
法
人
の
支
出
し
た
事
業
年
度

の
損
金
の
額
に
算
入
さ
れ
ま
す
。

　

③
の
出
向
期
間
中
に
負
担
金
を
支

出
す
る
場
合
に
は
、
次
の
２
つ
の
要

件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
は
、

出
向
先
法
人
の
支
出
し
た
事
業
年
度

の
損
金
の
額
に
算
入
さ
れ
ま
す
。

イ　

あ
ら
か
じ
め
定
め
た
負
担
区
分

に
基
づ
い
て
定
期
的
に
支
出
し
て

い
る
こ
と

ロ　

そ
の
支
出
す
る
金
額
が
、
出
向

期
間
に
対
応
す
る
退
職
金
の
負
担

額
と
し
て
合
理
的
に
計
算
さ
れ
た

金
額
で
あ
る
こ
と

　

な
お
、
こ
の
負
担
金
を
損
金
の
額

に
算
入
す
る
こ
と
は
、
出
向
者
が
出

向
先
法
人
に
お
い
て
役
員
に
な
っ
て

い
る
と
き
で
も
認
め
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
出
向
者
が
出
向
元
法
人
を

退
職
し
て
も
、
出
向
先
法
人
で
引
き

続
き
勤
務
し
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
場
合
に
、
出
向
先
法
人
が

出
向
元
法
人
に
支
出
す
る
出
向
期
間

に
対
応
す
る
退
職
金
相
当
額
は
、
た

と
え
そ
の
出
向
者
が
出
向
先
法
人
に

お
い
て
引
き
続
き
役
員
又
は
使
用
人

と
し
て
勤
務
し
て
い
る
と
き
で
も
、

そ
の
支
出
し
た
事
業
年
度
の
損
金
に

算
入
し
ま
す
。

５　

転
籍
者
の
退
職
給
与

　

転
籍
の
場
合
の
転
籍
前
の
法
人
が

負
担
す
る
退
職
給
与
に
つ
い
て
は
、

次
の
３
つ
の
支
給
形
態
が
あ
り
ま
す
。

①　

転
籍
時
に
転
籍
前
の
法
人
が
本

人
に
直
接
支
給
す
る
方
法

②　

転
籍
時
に
転
籍
前
の
法
人
か
ら

転
籍
後
の
法
人
へ
退
職
給
与
負
担

金
と
し
て
支
出
す
る
方
法

③　

転
籍
者
が
転
籍
後
の
法
人
を
実

際
に
退
職
す
る
時
に
、
本
人
に
直

接
又
は
転
籍
後
の
法
人
を
通
じ
て

支
給
す
る
方
法

　

そ
し
て
、
転
籍
者
に
係
る
退
職
給

与
に
つ
き
転
籍
前
の
法
人
に
お
け
る

在
職
年
数
を
通
算
し
て
支
給
す
る
こ

と
と
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
転

籍
前
の
法
人
及
び
転
籍
後
の
法
人
が

そ
の
転
籍
者
に
対
し
て
支
給
し
た
退

職
給
与
の
額
（
相
手
方
で
あ
る
法
人

を
経
て
支
給
し
た
金
額
を
含
む
。）

に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
人
に

お
け
る
退
職
給
与
と
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
転
籍
前
の
法
人
及
び
転

籍
後
の
法
人
が
支
給
し
た
退
職
給
与

の
額
の
う
ち
に
こ
れ
ら
の
法
人
の
他

の
使
用
人
に
対
す
る
退
職
給
与
の
支

給
状
況
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
人
に
お
け

る
在
職
期
間
等
か
ら
み
て
明
ら
か
に

相
手
方
で
あ
る
法
人
の
支
給
す
べ
き

退
職
給
与
の
額
の
全
部
又
は
一
部
を

負
担
し
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の
が
あ

る
と
き
は
、
そ
の
負
担
し
た
と
認
め

ら
れ
る
部
分
の
金
額
は
、
相
手
方
で

あ
る
法
人
に
贈
与
し
た
も
の
と
さ
れ

ま
す
。

６　

コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
助
成
金

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
に
よ
り
事
業
活
動
の
一
時
的
な

縮
小
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
事
業
主

が
、
在
籍
型
出
向
に
よ
り
労
働
者
の

雇
用
を
維
持
す
る
場
合
に
、
出
向
元

と
出
向
先
の
双
方
の
事
業
主
に
対
す

る
助
成
金
と
し
て
「
産
業
雇
用
安
定

助
成
金
」が
あ
り
ま
す
。

　

対
象
の
前
提
は
、
雇
用
維
持
を
図

る
助
成
の
た
め
、
出
向
期
間
終
了
後

は
元
の
事
業
所
に
戻
っ
て
働
く
こ
と

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
産
業
雇
用
安
定
助
成
金
を
受

給
す
る
事
業
主
が
法
人
の
場
合
は
法

人
税
の
課
税
対
象
と
な
り
ま
す
。
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　相続人が、被相続人の準確定申告書を提
出した際、源泉所得税や予定納税の還付を
受ける場合があります。その場合の相続人
が受ける還付金と還付加算金については、
税務上の取扱いが異なります。
　まず、還付金については、還付金請求権
という被相続人の本来の財産として相続税
の課税対象となります。還付金請求権は、
被相続人の死亡後に発生するとしても、被
相続人の生存中に潜在的な請求権が被相続
人に帰属しており、これが被相続人の死亡
により顕在化したものと考えられます。
　一方で還付加算金については、相続人の
所得税（雑所得）の課税対象となり、被相
続人の相続税の課税対象とはなりません。
これは、相続人が準確定申告書の提出に
よって原始的に取得するもので、被相続人
からの相続によって取得するものとは認め
られないという考え方に基づいています。

準確定申告に係る
還付金と還付加算金

　
管
理
職
対
象
の
リ
ー
ダ
ー

育
成
の
た
め
の
研
修
旅
行
を

次
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
計
画
し
て
お

り
、
費
用
は
会
社
負
担
で
す
。
そ
の

際
の
税
務
処
理
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　
一
日
目
…
午
後
・
外
部
講
師
を
招

き「
研
修
」／
夜
・「
自
由
行
動
」

　
二
日
目
…
午
前
・
組
織
力
向
上
の

た
め
の「
会
議
」／
午
後
・「
観
光
」

　
ご
質
問
の
よ
う
に
、
研
修

旅
行
の
費
用
に
会
社
の
業
務

を
行
う
た
め
に
直
接
必
要
な
部
分

（「
研
修
」
と
「
会
議
」）
と
直
接
必
要

で
な
い
部
分
（「
自
由
行
動
」
と
「
観

光
」）
が
あ
る
場
合
に
は
、
直
接
必

要
で
な
い
部
分
の
費
用
は
、
参
加
す

る
人
の
給
与
と
し
て
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
な
お
、
一
日
目
の
研
修
で
宿
題
が

出
さ
れ
、
二
日
目
の
会
議
で
発
表
す

る
必
要
が
あ
る
な
ど
、
一
日
目
の
自

由
行
動
が
実
質
的
に
研
修
に
含
ま
れ

て
い
る
場
合
は
、
総
合
的
に
勘
案
し

て
判
断
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

QA 研
修
旅
行
の
取
扱
い

　借地権の存続期間を更新する際には、契
約に基づき更新料の授受が発生する場合が
あります。
１　更新料を支払った場合（借主側）
　更新料の支払いがあった場合には、一定
額の損金算入は認められますが、一部は借
地権の帳簿価額に加算しなければなりませ
ん。損金算入が認められる一定額及び更新
料支払後の借地権の帳簿価額は、次の算式
で計算されます。
①　損金算入が認められる一定額
　　更新直前の借地権の帳簿価額×（更新
料の額／更新時の借地権の価額）

②　更新料支払後の借地権の帳簿価額
　　更新料支払前の借地権の帳簿価額＋更
新料の額－①により損金算入された額

２　更新料を受け取った場合（貸主側）
　地主（個人）が受け取った更新料は、原

則として不動産所得となり、契約の効力発
生日の収入となります。しかし、その更新
料の額がその土地の時価の2分の1を超え
る場合には、土地の一部分を譲渡したこと
とその効果が変わらないとして、分離課税
の譲渡所得となります。
　また、不動産所得となる更新料が臨時所
得に該当し、かつ、臨時所得の金額がその
年の総所得金額の20％以上であること等
に当てはまる人は、平均課税という特別な
方法で税額を計算することができます。臨
時所得とは、3年以上の期間他人に使用さ
せることにより、一時に受けるもので、そ
の金額がその契約による使用料の2年分以
上であるものの所得です。
　所得税は超過累進税率で計算されるため
に、その年限りに多額の収入があった場合
には、高い税率が適用されて税負担が大き
くなります。平均課税は、調整所得金額と
特別所得金額とに区分して異なる税率で計
算するといった仕組みになっていて、税負
担の増加を抑制する効果があります。

借地権の更新料の授受が
あった場合


